
◎部落差別の解消の推進に関する法律 
（平成二八年一二月一六日法律第一〇九号）（衆）   

一、提案理由（平成二八年五月二〇日・衆議院法務委員会） 

○門議員 ただいま議題となりました部落差別の解消の推進に関する法律案につきまし

て、提案者を代表して、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 

 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って、部落差別に関する

状況の変化が生じております。全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の

理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、これを解消する

ことが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない

社会を実現すべきと考え、ここに本法律案を提案した次第であります。 

 次に、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、基本理念として、部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本

的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、

部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、

部落差別のない社会を実現することを旨として行われなければならないこととしており

ます。 

 第二に、国は、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ず

る部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行

う責務を有すること、地方公共団体は、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担

を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施

策を講ずるよう努めるものとすることとしております。 

 第三に、国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものと

すること、地方公共団体は、そのような体制の充実を図るよう努めるものとすることと

しております。 

 第四に、国は、部落差別を解消するために必要な教育及び啓発を行うものとすること、

地方公共団体は、そのような教育及び啓発を行うよう努めるものとすることとしており

ます。 

 第五に、国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協

力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとすることとしております。 

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 

 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院法務委員長報告（平成二八年一一月一七日） 

○鈴木淳司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

 まず、二階俊博君外八名提出の部落差別の解消の推進に関する法律案につきまして、



法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、基本

理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実、教

育及び啓発の実施等について定めるものであります。 

 本案は、第百九十回国会に提出され、本年五月十九日本委員会に付託され、翌二十日

提出者門博文君から提案理由の説明を聴取し、二十五日質疑を行い、継続審査に付され

ていたものであります。 

 今国会では、去る十月二十八日、提案理由の説明の聴取を省略した後、質疑を行い、

昨日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

……………（略）…………… 

○附帯決議（平成二八年一一月一六日） 

 政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地

域社会の実情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落

差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努

めること。 

三、参議院法務委員長報告（平成二八年一二月九日） 

○秋野公造君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差

別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保

障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に

これを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって

部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに

国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めよ

うとするものであります。 

 委員会におきましては、本法律案の立法事実、同和問題に対する政府のこれまでの取

組、インターネット上で生じる同和問題への対策の在り方、人権教育及び人権啓発の推

進に関する法律と本法律案の関連性、部落差別の実態調査に対する懸念についての発議

者の見解等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑終局を採決で決した後、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委

員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 



 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一二月八日） 

 国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当た

り、地域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の 

理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、

部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せ

て、総合的に施策を実施すること。 

二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生む

ことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、

その内容、手法等に配慮すること。 

三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調

査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意

しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等につ

いて慎重に検討すること。 

 右決議する。 


